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書

ア
メ
リ
カ
の
公
共
事
業
は
連
邦
政
府
の
追
加
経
費
に
依
り
就
業
者

を
増
し
、
国
内
市
場
を
開
拓
し
、
以
て
永
久
繁
栄
を
維
持
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
ゐ
る
こ
と
と
吾
々
は
き
い
て
ゐ
る
。
若
し
も
然
り
と

せ
ば
単
位
経
費
を
以
て
最
大
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
す
る
公
共
事
業

が
優
先
順
位
の
第
一
で
あ
る
は
づ
で
あ
る
。

日
本
の
公
共
事
業
は
若
干
事
情
が
異
っ
て
ゐ
る
。
吾
国
の
公
共
事

業
は
そ
の
運
業
費
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
が
支
弁
の
土
木
建
築
事

業
で
あ
り
、
国
家
に
取
っ
て
は
、
緊
急
必
要
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち

国
民
最
低
生
活
の
維
持
、
被
害
地
の
復
旧
、
失
業
者
の
救
済
等
で
あ

る
。
か
く
の
如
く
吾
国
の
公
共
事
業
は
複
雑
な
性
格
を
も
っ
て
ゐ
る

か
ら
事
業
の
優
位
も
単
純
に
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
他
方

に
於
て
国
内
及
国
際
情
勢
は
変
化
し
な
が
ら
、
吾
国
の
経
済
再
建
に

効
果
を
収
む
る
公
共
事
業
に
優
先
位
を
決
定
す
る
方
式
を
と
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
必
要
が
発
生
し
た
。

過
去
の
経
験
と
情
勢
変
化
に
照
ら
し
て
優
先
位
決
定
方
式
の
改
善

案
を
次
の
通
り
提
議
す
る
。

一
、
優
先
方
式
決
定
に
つ
い
て
二
つ
の
面

公
共
事
業
を
取
扱
ふ
上
に
実
際
的
に
二
つ
の
面
が
あ
る
。
一
つ
は

経
済
的
重
要
性
、
他
は
事
業
に
対
す
る
補
助
率
で
あ
る
。

過
去
に
お
い
て
は
優
位
の
事
業
に
高
額
補
助
を
す
る
や
う
に
考
へ

ら
れ
た
。
し
か
し
補
助
額
の
割
合
は
受
益
者
の
能
力
に
よ
る
べ
き
で

あ
り
、
若
し
も
事
業
の
受
益
者
が
一
般
公
共
で
あ
る
時
は
其
の
事
業

は
高
額
補
助
を
受
け
る
資
格
あ
り
、
之
れ
に
反
し
受
益
者
が
特
定
の

人
々
に
限
ら
れ
る
時
は
納
税
者
の
負
担
と
な
る
多
額
の
補
助
を
受
く

る
資
格
が
な
い
の
に
、
か
か
る
事
業
が
優
先
位
を
受
け
る
こ
と
が
あ

る
。
以
上
の
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
開
拓
、
灌
漑
、
土
地
改
良
、

漁
港
建
設
、
住
宅
建
設
は
高
額
補
助
を
受
け
得
ざ
る
も
の
と
判
断
す

る
。
事
業
の
受
益
者
が
一
小
部
分
の
人
で
あ
っ
て
此
等
の
人
の
内
に

は
終
戦
に
依
っ
て
解
放
さ
れ
、
経
済
状
態
が
改
善
さ
れ
て
お
る
も
の

が
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
産
業
施
設
事
業
（
石
炭
、
石
油
等
）
に
対

す
る
建
設
事
業
は
、
公
共
事
業
よ
り
除
外
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
経
済
効
果
判
定
の
時
間
的
制
約
の
緩
和

現
行
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
は
経
済
効
果
の
判
定
に
時
間

昭
和
二
十
三
年
九
月
七
日
、
経
済
安
定
本
部
建
設
局
公
共
事

業
課
長
当
時
の
政
策
提
言
。
公
共
事
業
の
優
先
位
決
定
に
当

り
、
受
益
者
の
実
態
を
重
視
す
る
こ
と
を
主
張
す
る(

初
出)
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的
制
約
を
つ
け
て
い
る
か
ら
、
経
済
効
果
の
発
生
が
二
年
以
上
か
か

る
よ
う
な
事
業
は
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
低
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ

と
は
、
公
共
事
業
を
始
め
た
当
時
の
日
本
の
経
済
の
状
況
（
例
へ
ば

消
費
財
の
異
常
な
不
足
）
を
考
慮
に
容
れ
る
な
ら
ば
尤
も
な
こ
と
で

あ
る
。

し
か
し
貿
易
の
再
開
と
生
産
の
漸
次
的
回
復
に
よ
り
、
か
か
る
非

常
手
段
を
と
る
必
要
性
が
或
程
度
軽
減
さ
れ
た
。
従
っ
て
一
年
以
上

時
間
経
過
の
後
で
経
済
効
果
を
あ
げ
る
や
う
な
計
画
は
、
長
期
的
視

野
か
ら
正
当
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
新
規
建
設
よ
り
も
維
持

一
般
に
日
本
人
に
は
既
存
施
設
の
維
持
よ
り
も
新
設
を
選
む
傾
向

が
あ
る
。

然
し
な
が
ら
現
在
の
経
済
の
こ
の
危
機
は
数
年
間
継
続
す
る
こ
と

と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
新
建
設
が
い
か
に
効
果
的
で
あ
っ
て
も
巨
大

な
新
建
設
に
要
す
る
財
源
の
負
担
に
こ
の
経
済
力
が
た
え
得
る
か
ど

う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

優
先
位
方
式
創
設
に
当
り
公
共
事
業
全
般
に
亘
り
維
持
は
新
設
よ

り
優
位
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

四
、
経
費
と
利
益
均
衡
主
義

経
費
が
い
か
に
か
か
っ
て
も
速
か
に
効
果
を
生
ず
る
事
業
を
先
に

す
る
現
在
の
方
式
は
誤
っ
て
ゐ
た
。

経
済
的
危
機
の
現
在
に
於
い
て
は
、
経
費
と
利
益
と
の
比
率
を
一

層
厳
格
に
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

例
へ
ば
土
地
開
拓
は
通
常
の
失
業
救
済
よ
り
は
多
額
の
費
用
を
要

し
通
常
の
土
地
改
良
よ
り
は
効
果
少
な
い
か
ら
、
斯
る
事
業
は
過
去

に
あ
っ
た
や
う
に
優
位
と
考
へ
ら
れ
な
い
。

五
、
各
公
共
事
業
の
有
機
的
関
連
を
確
立
す
る
こ
と

現
在
の
優
位
方
式
は
事
業
単
位
毎
に
そ
の
順
位
を
決
定
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
実
際
上
各
々
の
事
業
は
相
互
に
関
連
が
あ
る
。

例
へ
ば
水
害
予
防
は
植
林
、
砂
防
改
善
、
道
路
、
水
害
地
改
修
、

土
地
改
良
等
と
関
連
が
あ
る
。

故
に
一
つ
の
事
業
を
一
単
位
と
し
て
優
位
を
決
定
し
促
進
す
る
こ

と
は
不
合
理
で
も
あ
り
又
経
済
的
で
も
な
い
。
そ
の
地
方
に
於
け
る

事
業
の
各
単
位
の
有
機
的
関
係
を
研
究
し
其
の
見
地
よ
り
優
位
を
決

定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
へ
ば
河
川
の
優
位
は
其
地
方
の
重
要
性
に

依
っ
て
異
な
っ
て
く
る
か
ら
、
河
川
と
い
ふ
形
式
的
分
類
に
依
っ
て

定
め
て
は
な
ら
な
い
。

特
に
広
大
な
る
地
域
が
荒
廃
し
そ
の
荒
廃
が
更
に
災
害
を
激
化
す

る
こ
と
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

六
、
請
負
者
の
能
力

現
在
の
優
位
決
定
は
単
に
事
業
の
客
観
性
の
判
断
に
依
っ
て
の
み

決
定
さ
れ
、
事
業
の
他
の
面
を
忘
れ
て
ゐ
た
。
若
し
も
請
負
者
の
能
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力
が
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
に
不
足
し
て
ゐ
る
場
合
は
、
事
業
の
認

証
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
者
の
主
観
的
能
力
や
経
営
が
確

実
に
や
れ
る
や
う
に
仕
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

七
、
優
位
方
式
の
純
化

公
共
事
業
の
内
に
経
済
効
果
を
測
定
し
得
ざ
る
事
業
が
あ
る
。

例
へ
ば
政
府
庁
舎
、
六
・
三
制
学
校
建
築
の
も
の
で
あ
る
。
斯
る

事
業
は
他
の
物
質
的
効
果
を
生
む
事
業
と
比
較
す
る
制
度
は
な
い
。

他
面
政
府
庁
舎
及
六
・
三
制
学
校
建
築
は
教
育
制
度
の
改
革
或
は
改

組
又
は
政
府
機
関
の
拡
張
、
関
係
各
省
庁
舎
の
と
り
上
げ
等
の
結
果

に
依
る
も
の
で
あ
っ
て
、
斯
る
建
設
に
対
し
て
は
認
証
す
べ
き
や
否

や
に
つ
い
て
吾
々
は
弾
力
性
を
持
っ
て
ゐ
な
い
。

以
上
二
つ
の
理
由
で
斯
種
事
業
は
公
共
事
業
優
位
決
定
の
範
囲
よ

り
除
外
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
へ
斯
種
建
築
を
無
制
限
に
遂

行
せ
よ
と
云
ふ
趣
旨
で
は
な
い
。

八
、
其
の
他
の
提
議

イ
、
最
初
に
指
摘
し
た
如
く
現
在
の
公
共
事
業
は
多
数
の
失
業
者

が
最
も
多
く
就
業
し
得
る
事
業
及
地
方
を
中
心
と
し
て
計
画
さ

れ
て
ゐ
な
い
か
ら
実
際
工
事
に
当
っ
て
雇
用
状
況
は
忘
れ
勝
ち

で
あ
る
と
い
っ
て
失
業
者
の
救
済
を
無
視
す
る
こ
と
は
甚
だ
危

険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
貿
易
再
開
と
単
一
為
替
率
認
定
に
伴
ひ

困
難
な
る
失
業
問
題
に
直
面
す
る
で
あ
ら
う
。
夫
れ
故
に
工
事

の
遂
行
に
当
り
就
職
問
題
の
真
摯
な
る
研
究
を
継
続
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

ロ
、
資
材
に
つ
い
て
は
未
だ
全
部
と
は
云
へ
ぬ
が
或
程
度
改
善
状

態
に
あ
る
優
位
決
定
に
つ
き
資
材
面
は
多
少
緩
和
さ
れ
て
ゐ

る
。

ハ
、
他
面
優
位
決
定
に
つ
き
中
央
地
方
共
に
財
政
上
の
理
由
が
著

し
く
重
要
性
を
加
へ
て
来
て
ゐ
る
か
ら
公
共
事
業
の
要
請
に
応

ず
る
た
め
に
財
政
方
式
の
改
変
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
。
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